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証券コード 6566
2022年６月３日

株 主 各 位
東京都豊島区池袋二丁目14番８号池袋エヌエスビル

株 式 会 社 要 興 業
代 表 取 締 役 社 長 木 納 孝

第50期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当社第50期定時株主総会を次頁のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本総会へのご来場については、開催日時点での新型コロナウイルスの流行状況やご自身の健康
状態をご考慮いただき、書面による事前の議決権行使も含めて、慎重にご検討いただきますよう
お願い申し上げます。
書面による事前の議決権行使をされる株主様におかれましては、お手数ながら後記の株主総会
参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2022年６月23日
（木曜日）午後５時までに到着するようご送付くださいますようお願い申し上げます。

敬 具
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記

1. 日 時 2022年６月24日（金曜日）午前10時00分（受付開始 午前９時）
2. 場 所 東京都豊島区東池袋３―１―４ サンシャインシティ文化会館 ５０１

（末尾の会場案内図をご参照ください）

本年は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、会場におきましては、座席の間隔を広げるこ
とから、ご用意できる席数が例年より大幅に減少いたします。そのため、当日ご来場いただいて
も入場をお断りする場合がございます。
また、やむなく会場や開始時刻が変更となる場合がありえます。その場合には、当社のウェブ

サイト（https://www.kaname-k.co.jp/)に掲載します。株主の皆様におかれましては、当日ご
来場いただく場合でも、事前に、当社のウェブサイトを必ずご確認くださいますようお願いいた
します。
重ねまして、当社役員につきましても、感染拡大リスクの低減及び会社の事業継続という観点

から、株主総会当日の健康状態にかかわらず、一部の役員のみの出席やオンラインによる出席と
させていただく可能性があります。予めご了承のほど、よろしくお願い申し上げます。

3. 会議の目的事項
報告事項 １．第50期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）事業報告の内

容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書
類監査結果報告の件

２．第50期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）計算書類の内
容報告の件

決議事項
第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役９名選任の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
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◎本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、「連結計算書類の連結注記表」「計算書類の個別
注記表」につきましては法令及び定款第14条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェ
ブサイト（https://www.kaname-k.co.jp/）に掲載しておりますので、本招集ご通知には掲
載しておりません。なお、本招集ご通知の添付書類は、監査報告を作成するに際し、監査役及
び会計監査人が監査をした対象の一部であります。
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよ
うお願い申し上げます。また、当日ご出席の際は、資源節約のため、本招集ご通知をご持参い
ただきますようお願い申し上げます。
◎株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、当社ホ
ームページ（https://www.kaname-k.co.jp/）に掲載させていただきます。
◎当社では、株主の皆様へ平等に利益を還元することを重視し、株主総会にご出席の株主様への
お土産は予定しておりません。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
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（添 付 書 類）

事 業 報 告
（2021年４月１日から2022年３月31日まで）

１．企業集団の現況に関する事項
（1）事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、政府
より度重なる緊急事態宣言や自治体によるまん延防止等重点措置の発令がされる等、長期間
に渡り経済活動が抑制されたことにより、回復は緩やかなものにとどまりました。また、世
界経済においては、米国の長期金融政策やウクライナ情勢の影響に加え、米欧を中心に物価
と金利の上昇圧力が消費の抑制要因となる等様々な景気下振れリスクに直面しております。
当社グループの主要業務である廃棄物処理業につきましては、循環型社会形成の推進及び
資源の有効利用促進といった、環境保全や法令遵守において当業界に対する社会的要求の高
まりに応える努力と変革が求められており、また、コロナ禍において政府が定めた「新型コ
ロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」により、緊急事態宣言時においても国民の安定
的な生活の確保や社会の安定の維持のため、十分な感染防止策を講じつつ、事業を継続する
ことが求められております。
このような経営環境の下、一般廃棄物及び産業廃棄物の収集運搬処分業務を主業とし、よ
り厳格なコンプライアンスや適正処理の推進、顧客ニーズに合致する営業活動と業容の拡大
に取り組んでまいりました。また、資源相場が回復したこと及び徹底した原価低減を継続し
たこと等により、前年同期に比べ大幅な増収増益となりました。
その結果、当連結会計年度の売上高は11,934,658千円（前年同期比8.5％増）となりまし
た。営業利益は1,287,541千円（前年同期比43.6%増）、経常利益は1,306,638千円（前年同
期比39.4%増）、親会社株主に帰属する当期純利益は873,000千円（前年同期比41.2%増）
となりました。

当社グループは単一セグメントでありますが、事業区分別の売上高は次のとおりでありま
す。
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区分
前連結会計年度

（2020
2021

年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

当連結会計年度
（2021

2022
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで） 前年同期比増減

金 額 構成比率 金 額 構成比率 金 額 増減率
千円 ％ 千円 ％ 千円 ％

収集運搬・処分事業 7,603,455 69.1 8,060,065 67.6 456,609 106.0
リ サ イ ク ル 事 業 741,322 6.7 1,256,784 10.5 515,461 169.5
行 政 受 託 事 業 2,657,487 24.2 2,617,808 21.9 △39,678 98.5

合計 11,002,265 100.0 11,934,658 100.0 932,392 108.5

（2）設備投資の状況
当連結会計年度中の設備投資は、総額713,948千円であり、主なものは次のとおりであり
ます。
当連結会計年度中に完成した主要設備等
○ 収集車両購入計 15台 152,856千円
○ 鹿浜RC既存建物建替え工事 397,054千円
○ 入谷第２駐車場隣地 91,032千円

当連結会計年度において継続中の主要な設備等
該当事項はございません。

なお、これらに要した資金は、主に金融機関等からの借入資金及び自己資金をもって充当
いたしました。

（3）資金調達の状況
当連結会計年度の資金調達におきましては、鹿浜RC既存建物建替え工事の追加工事分と
して、長期借入金250,000千円を調達いたしました。
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（4）対処すべき課題
① ＢＣＰ（事業継続計画）
国内において、「防災・危機管理」の概念での体制整備や計画策定等に取り組んでいる

背景を鑑み、当社グループ内で、災害時等にもサービスの安定供給を維持できるようＢＣ
Ｐ（事業継続計画）に基づき、設備面における取り組みの強化及び代替要員の確保の再徹
底を図ってまいります。
また、新型コロナウイルス感染症が終息を迎えるまでの期間については、感染防止に努

めることを最優先課題として取り組んでおります。全従業員のPCR検査の反復実施、ワク
チン接種推奨・管理、徹底した健康管理・検温・消毒の実施や会議のWeb化を始めとし
た３密回避及びソーシャルディスタンス確保他による感染の極小化に努めております。こ
れまでのところ一定数の感染者と濃厚接触者が発生いたしましたが、きめ細かな人員管理
他の工夫により業務運営に支障をきたしておりません。引き続き様々な状況を想定したオ
ペレーション体制を整え、発生する事態に躊躇せず柔軟な対応を実施することで、感染拡
大防止はもとより、業績への影響も極小化させてまいります。
② コンプライアンス体制の充実
総合廃棄物処理事業を営む当社グループは、廃棄物処理法を始めとした環境関連法規制

に関するコンプライアンス体制が確立していることを競争力の源泉としておりますが、そ
れを更に充実、向上させることを最重要課題と位置付け、法令遵守に対する一層の社内意
識の向上と体制強化を図るため、継続的な施策を採り、社会的な信頼を得る努力を行って
まいります。また、「安全運転日本一」を達成するための道路交通法を遵守すること、労
働基準法や労働安全衛生法等の労働関連法を遵守することも当社グループの使命であると
認識しており、コンプライアンス委員会や事故防止委員会活動を中心に全社一丸となって
引き続き取り組んでまいります。
③ リサイクル技術の向上
当社グループの廃棄物中間処理の基本はリサイクルであります。昨今の廃棄物処理は、

中国などの輸入規制や海洋プラスチック問題で環境問題としても社会的関心が高まってい
る廃プラスチックのように、その処理にあたっては、国内のみならず、よりグローバルな
視点が不可欠となっております。リサイクル処理による環境負荷の低減が社会貢献につな
がり、また当社グループの処理コストの低減にも役立っております。2019年７月に拡張
した鹿浜リサイクルセンターにおいて、民間事業者としては首都圏最大級の粗大ごみ選別
プラントを稼働させました。当社グループは、積極的な設備投資によりリサイクル技術を
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向上させ、社会貢献と収益確保の両立を図ってまいります。更には、事業分野の拡大や高
い技術力を誇るステークホルダーとの協業化等についても模索してまいります。
④ 資源の市場環境への対応
リサイクル事業における売上高の大部分を占める古紙の売却価格がここ数年不安定に推

移しており、同事業の売上も不安定に増減しております。売上量の拡大を図ること、一層
のコスト削減に努めることで、今後の市場環境に柔軟に対応してまいります。
⑤ 設備投資
当社グループが保有するリサイクルセンターの設備には老朽化が進んだものも含まれて

おり、順次、自動化等を進めつつリサイクル技術の向上に資する更新を行っていく必要性
を認識しています。また、業容拡大に合わせて増加する運搬車両を管理する車両基地の増
設も必要であると認識しております。
⑥ 情報化投資
当社グループは、業容拡大に伴い、正確かつ迅速な情報把握により的確な経営の意思決

定の迅速化を促進するため、また的確な情報開示体制の確立のため、全社レベルでの情報
システムの高速化に取り組んでおります。これに加え、業務改革も併せて実行することに
より、企業運営上のコストの削減にも取り組んでまいります。すでに、営業用の携帯端末
を導入し効率的な営業活動を、ドライバー用の携帯端末の導入により効率的な収集業務及
び集計業務を実現しました。また、重要情報の漏洩を防止するための情報セキュリティの
強化にも取り組んでおります。
⑦ 経営基盤の拡充
当社グループは、さらなる企業価値の最大化を目指すためにも、以下のとおり経営基盤

の拡充を図る必要があります。
イ 経営資源の重要な要素である人材については、社員教育や研修制度の拡充、コミュ
ニケーションの活性化、適材適所での潜在能力の発揮等を推進し、一人当たりの生産
性向上を図ります。また、地元高校の新卒採用の継続、大型中型自動車免許取得を始
め各種重機等の資格取得支援制度の積極活用、社宅制度の運用強化、能力スキルに対
応した柔軟な労働条件の設定等により、万全な労働力確保を継続しております。
ロ 既存の事業基盤については、各リサイクルセンター及び収集運搬のための車両・配
車システムの品質管理及び安全管理を徹底の上、原価率低減に向けた創意工夫を推進
してまいります。
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ハ 当社グループの事業の柱を為すのは廃棄物の収集運搬であります。安全運転を遂行
することは、すなわち事業を安定させることにつながり、それを継続させることが顧
客満足の向上につながります。車両に搭載させる機器等のハード面、ドライバーへの
徹底的な教育等のソフト面をともに充実させ、安全運転の徹底を図ってまいります。

（5）財産及び損益状況の推移

第47期
( 自至20182019

年
年
４
３
月
月
１
31
日
日)

第48期
( 自至20192020

年
年
４
３
月
月
１
31
日
日)

第49期
( 自至20202021

年
年
４
３
月
月
１
31
日
日)

第50期
（当連結会計年度）
( 自至20212022

年
年
４
３
月
月
１
31
日
日)

売 上 高（千 円） 11,297,581 11,490,323 11,002,265 11,934,658
経 常 利 益（千 円） 1,061,622 821,765 937,185 1,306,638

親会社株主に帰属する当期純利益（千 円） 678,920 570,451 618,224 873,000

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益（円） 42.78 35.94 38.95 55.00
総 資 産（千 円） 20,647,923 20,475,949 20,845,822 21,452,951
純 資 産（千 円） 14,957,211 15,268,757 15,775,618 16,441,117
１ 株 当 た り 純 資 産 額（円） 942.40 962.03 993.97 1,035.90
（注）当連結会計年度より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を適用し

ており、当連結会計年度の財産及び損益の状況については、当該会計基準等を適用した後の数値を記載し
ています。

（6）重要な子会社の状況
会社名 資本金 議決権比率 主要な事業内容

株式会社ヨドセイ 11,720千円 100.0％ 雇上業務（一般家庭から排出される廃棄物の収集運搬）

（7）主な事業内容（2022年３月31日現在）
当社グループは、一般廃棄物及び産業廃棄物の収集運搬・処分事業を主要事業とし、これ
に付随する業務として産業廃棄物の中間処理及び製紙原料の選分等のリサイクル事業を営ん
でおります。また、東京23区の一般家庭から排出される廃棄物の収集運搬（雇上業務）、東
京23区の依頼により不燃ごみや容器包装ごみ、粗大ごみ等の資源化処理を行う行政受託事
業を営んでおります。
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（8）主な事業所（2022年３月31日現在）
① 当社の主要な事業所及びリサイクルセンター
本 社 東京都豊島区池袋二丁目14番８号 池袋エヌエスビル
足立支社 東京都足立区鹿浜七丁目９番２号

名 称 所 在 地
千 住 リ サ イ ク ル セ ン タ ー 足立区千住桜木二丁目18番11号
大 森 リ サ イ ク ル セ ン タ ー 大田区大森南四丁目10番６号
第 一 入 谷 リ サ イ ク ル セ ン タ ー 足立区入谷九丁目28番20号
第 二 入 谷 リ サ イ ク ル セ ン タ ー 足立区入谷九丁目16番19号
鹿 浜 リ サ イ ク ル セ ン タ ー 足立区堀之内一丁目14番15号
新 鹿 浜 リ サ イ ク ル セ ン タ ー 足立区鹿浜一丁目４番８号
城 南 島 リ サ イ ク ル セ ン タ ー 大田区城南島二丁目８番１号
板 橋 リ サ イ ク ル セ ン タ ー 板橋区新河岸二丁目20番18号

② 国内子会社の主要な事業所
株式会社ヨドセイ本社 東京都豊島区東池袋二丁目38番20号
株式会社ヨドセイ和光事務所 埼玉県和光市新倉七丁目９番１号
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（9）従業員の状況（2022年３月31日現在）
① 企業集団の従業員の状況

従業員数（前期末比増減）

458名（+9名）
（注） アルバイト・パートタイマー等349名は、上記従業員数に含まれておりません。

② 当社の従業員の状況
従業員数（前期末比増減） 平 均 年 齢 平均勤続年数

397名（+4名） 45.33歳 10.96年
（注） アルバイト・パートタイマー等248名は、上記従業員数に含まれておりません。

（10）主な借入先（2022年３月31日現在）
借 入 先 借 入 金 残 高

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 484,676千円
株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 447,951千円
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 227,846千円
日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 83,390千円
株 式 会 社 り そ な 銀 行 75,224千円
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２．会社の株式に関する事項（2022年３月31日現在）
（1）発行可能株式総数 50,000,000株

（2）発行済株式総数 15,871,400株（自己株式 42株を含む）

（3）当期末株主数 2,452名

（4）大株主（上位10名）
株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

藤 居 秀 三 2,500,000 株 15.75 ％

THE SFP VALUE REALIZATION MASTER FUND LTD. 2,093,800 株 13.19 ％

要 興 業 社 員 持 株 会 1,229,100 株 7.74 ％

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 850,000 株 5.35 ％

大 星 ビ ル 管 理 株 式 会 社 750,000 株 4.72 ％

大 星 ビ ル メ ン テ ナ ン ス 株 式 会 社 750,000 株 4.72 ％

THE CHASE MANHATTAN BANK. N.A. LONDON SPECIAL OMNIBUS SECS LENDING ACCOUNT 628,100 株 3.95 ％

STATE STREET CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM44 429,900 株 2.70 ％

藤 居 幸 弥 350,000 株 2.20 ％

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 300,000 株 1.89 ％
（注）１．持株比率は自己株式42株を控除して計算しております。

２. 2022年３月１日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、2022年２
月21日現在でシンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ（シンガポール）ピーティーイー・リ
ミテッドが3,637,500株（保有割合22.92%）を保有している旨が記載されておりますが、当社とし
て当事業年度末における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めてお
りません。
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３．会社役員に関する事項
（1）取締役及び監査役の氏名等
地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役会長 藤 居 秀 三

代表取締役社長 木 納 孝

常 務 取 締 役 松 浦 義 忠 行政管理部長

常 務 取 締 役 岡 田 卓 也 経営企画室長

取 締 役 坂 原 謙 二 営業部長

取 締 役 安 藤 雅 弘 システム管理部長

取 締 役 石 原 浩 管理部長

取 締 役 村 木 宣 彦 総務部長

取 締 役 齊 藤 陽 三 株式会社ヨドセイ 監査役

常 勤 監 査 役 黒 崎 誠

監 査 役 村 谷 晃 司 フェアネス法律事務所 弁護士

監 査 役 今 井 正 美

（注）１．取締役齊藤陽三氏は社外取締役であります。
２．監査役黒崎誠氏、村谷晃司氏及び今井正美氏は社外監査役であります。
３．取締役齊藤陽三氏、監査役黒崎誠氏、村谷晃司氏及び今井正美氏につきましては、東京証券取引所
に対し、独立役員として届け出ております。

４．監査役村谷晃司氏は、弁護士として企業法務及び税務に精通しており、財務及び会計に関する相当
程度の知見を有しております。

５．2021年６月24日開催の第49期定時株主総会において、黒崎誠氏及び今井正美氏が監査役に新たに選
任され、就任いたしました。

６. 当事業年度中に以下の取締役の地位及び担当の異動がありました。
氏名 新 旧 異動年月日

松浦 義忠
常務取締役
行政管理部長

常務取締役
業務部長

兼行政管理部長
2021年７月１日
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（2）責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第１項の規定により、取締役（業務執行取締役等であるものを除
く。）及び監査役との間で、会社法第423条第１項の任務を怠ったことによる損害賠償責任
に関し、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結しておりま
す。なお、本契約に基づく責任の限度額は、金100万円と法令の定める最低責任限度額との
いずれか高い額としております。

（3）取締役及び監査役の報酬等の額
当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
イ 方針の決定の方法

当社取締役・監査役の個人別の報酬等の決定方針は、取締役会の決議により決定し
ております。なお、2022年３月開催の取締役会において取締役会の指名・報酬等に
関する任意の諮問機関である指名・報酬委員会を設置しましたので、今後見直す際
は、同委員会の審議・答申を踏まえて、取締役会の決議を経て決定いたします。

ロ 方針の内容の概要
・取締役の個人別の報酬等の額は、固定報酬と退職慰労金から構成され、株主総会に
おいて決定した取締役の報酬総額の範囲内において各取締役へ配分する。
・固定報酬は月例分と賞与から構成され、「役員報酬・賞与規程」の基準に従い、世
間水準及び社員給与とのバランス並びに職務、資格等を考慮し、指名・報酬委員会の
審議・答申を踏まえて、取締役会の決議を経て決定する。
・取締役の退職慰労金は、「役員退職慰労金規程」の規定に則り算定される金額を株
主総会にて決議し、直後の取締役会の決議を経て決定する。
・固定報酬及び退職慰労金が個人別報酬等の額の全部を占める。
・固定報酬のうち、月例分は取締役としての在任中に毎月固定額を支払い、賞与分は
取締役としての在任中の６月と１２月に支払う。
・退職慰労金については、「役員退職慰労金規程」の規定に則り算定される金額を、
役員退職日以降最も早く開催される定時株主総会に付議し、株主総会決議直後の取締
役会にて決議した日から２ヶ月以内に支給する。
・監査役の報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から固定報酬と退職
慰労金から構成され、株主総会において決定した監査役の報酬限度額の範囲内におい
て、監査役の協議により決定する。
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ハ 取締役の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、指名・報酬委員会において決
定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会は決定方針に沿
うものであると判断しております。

② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
・取締役の報酬限度額は、2017年６月27日の第45期定時株主総会において年額200百
万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は９名（う
ち、社外取締役は２名）です。
・監査役の報酬限度額は、2016年６月27日の第44期定時株主総会において年額20百万
円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は３名（う
ち、社外監査役は２名）です。

③ 取締役及び監査役の報酬等の総額等

役員区分 報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象とな
る役員の
員数(人)基本報酬 業績連動

報酬等
非金銭
報酬等 退職慰労金

取締役 132,471 118,493
― ―

13,978 9
（うち社外取
締役） (1,620) （1,620） (―) （1）
監査役 12,124 11,500

― ―
624 5

（うち社外監
査役） (10,850) （10,300） (550) （4）

（注）１．退職慰労金は、当該事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額であります。
２．上記支給額のほか社外役員が当社の子会社等から受けた役員報酬額は2,400千円であります。
３．上記報酬等のほか、2021年６月24日開催の第49期定時株主総会決議に基づき、退職慰労金を退任監
査役２名に対し4,950千円（うち社外監査役１名に対し2,750千円）支給しております。

2022年05月24日 12時00分 $FOLDER; 14ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

株
主
総
会
参
考
書
類

15

（4）社外役員に関する事項
① 重要な兼職先である他の法人等と当社との関係
社外取締役と社外監査役個人との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害
関係はありません。
齊藤陽三が代表取締役を務めた株式会社三徳とは収集運搬契約を締結しており、監査役
を務める株式会社ヨドセイは当社の連結子会社であります。村谷晃司が勤めるフェアネス
法律事務所とは顧問弁護士契約を締結しております。
② 主要取引先等特定関係事業者との関係
該当事項はありません。
③ 当事業年度における主な活動状況

区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況

取締役 齊 藤 陽 三

当事業年度開催の取締役会は16回開催され、全てに出席し、議案審議
等につき、経験豊富な経営者の観点から必要な発言を適宜行っておりま
す。また、総合経営幹部会他の主要な会議に出席し、適宜必要な発言を
行う等、業務執行者から独立した客観的な立場で会社経営の監督を行っ
ております。
なお、同氏は、取締役の選解任・報酬等につき取締役会に答申を行う

任意の諮問機関である指名・報酬委員会の委員を務めております。当事
業年度において、新任取締役候補者・再任取締役候補者の選任について
話し合うことを目的に１回開催され、出席しています。

監査役 黒 崎 誠

社外監査役就任後の取締役会には、12回中全てに出席し、疑問点等を
明らかにするため適宜質問し、意見を述べております。また、監査役会
には、就任後11回中全てに出席し、監査結果についての意見交換、監査
に関する重要事項の協議等を行っており、経営者として経験を積み、大
企業の多くの分野の経験から培った深い見識で経営に有益な助言・提
言、適切な監査の実施、監査意見の形成に有益な発言を行っておりま
す。
なお、同氏は、取締役の選解任・報酬等につき取締役会に答申を行う

任意の諮問機関である指名・報酬委員会の委員を務めております。当事
業年度において、新任取締役候補者・再任取締役候補者の選任について
話し合うことを目的に１回開催され、出席しています。

監査役 村 谷 晃 司

当事業年度開催の取締役会には、16回中全てに出席し、議案審議等に
ついて、主に弁護士としての専門的見地から当社の経営上有用な発言等
を行っております。また、監査役会15回中全てに出席し、監査結果につ
いての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。
なお、同氏は、取締役の選解任・報酬等につき取締役会に答申を行う

任意の諮問機関である指名・報酬委員会の委員を務めております。当事
業年度において、新任取締役候補者・再任取締役候補者の選任について
話し合うことを目的に１回開催され、出席しています。

監査役 今 井 正 美

社外監査役就任後の取締役会には、12回中全てに出席し、議案審議等
について、東京都での長年の行政経験とりわけ廃棄物行政での豊富な経
験及び社会保険労務士・行政書士としての専門的見地から当社の経営上
有用な発言等を行っております。また、監査役会には、就任後11回中全
てに出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協
議等を行っております。
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４．会計監査人の状況
（1）名称 EY新日本有限責任監査法人

（2）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 32百万円
当社及び当社の子会社が支払うべき金銭その他
の財産上の利益の合計額 32百万円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査
の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会
計監査人としての報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、事業の規模、監査日数及び前
事業年度の監査報酬等を勘案した上で決定しております。

３．監査役会は、会計監査人から説明を受けた当事業年度の会計監査計画の監査時間数や人員配置など
の内容、前事業年度の監査実績の検証と評価、会計監査人の監査の遂行状況の相当性、報酬の前提
となる見積もりの算出根拠を精査した結果、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。

（3）責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第１項の規定により、会計監査人との間で、会社法第423条第１
項の任務を怠ったことによる損害賠償責任に関し、同法第425条第１項に定める最低責任限
度額を限度とする契約を締結しております。

（4）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
当社監査役会は、会社法第340条第１項各号に定める解任事由に該当すると判断した場合
には会計監査人を解任し、又は、会社都合の場合の他、監督官庁から監査業務停止処分を受
ける等、当社の監査業務に重大な支障を来たす事態が生じた場合には、会計監査人の解任又
は不再任に関する株主総会に提出する議案を決定いたします。
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５．業務の適正を確保するための体制
当社は、会社法及び会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体制」について
取締役会において内部統制システムの基本方針を決議しております。その内容は以下のとおり
であります。

（1）取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① コンプライアンス管理規程を遵守し、内部通報制度を周知し、法令定款違反行為を未
然に防止し、必要に応じて、外部の専門家等を起用し法令遵守の研修等を行い、取締役
が率先して行動する。
② 取締役が他の取締役の法令定款違反行為を発見した場合は、直ちに監査役及び取締役
会に報告する等、相互牽制の効いたガバナンス体制とする。
③ 監査基準及び監査計画に基づき、監査役は、取締役の職務執行状況を監査する。
④ 特に、反社会的勢力との関係については、取締役自らが襟を正し、反社会的勢力を排
除する。

（2）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
① 文書等の作成、保存、管理等に関する基本的事項を文書取扱規程に定め、法令により
義務付けられている重要な書類も含め各種書類の管理を行う。
② 株主総会議事録、取締役会議事録は、適時適正に作成するとともに、保管場所を明示
し、閲覧可能とし、取締役の職務の執行の証跡とする。

（3）損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① リスク管理規程を遵守し、業務執行上の重要な意思決定に内在するリスクを、事前に
各部において検討の上、総合経営幹部会並びに取締役会にて再度審議することにより損
失発生を未然に防止する。
② 特に、不測の危機が発生した場合には、リスク管理規程に則して、代表取締役社長を
委員長とするリスクマネジメント委員会を設置し、損害の拡大を防止しこれを最小限に
止めることとする。
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（4）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 取締役会を月１回定時に開催する他、必要に応じて適宜臨時に開催し、重要事項に係
る意思決定を機動的に行うことにより、取締役の業務執行状況の効率性の監督等を行
う。
② 取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、業務分掌規程、職務権限規
程を遵守し、それぞれの責任者及びその責任範囲、執行手続きの詳細について定め、常
時閲覧可能とし、業務執行を行う。
③ 業務の運営については、将来の事業環境を踏まえ中期経営計画を立案し、全社的な目
標を設定し実行することとし、状況により目標の修正等に対処できることとする。

（5）使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① コンプライアンス管理規程を遵守し、内部通報体制を周知の上、社員の法令違反の通
報等が非公式の経路で行える体制とする。
② 必要に応じて、外部の専門家等を起用し、法令定款違反行為を相談する等、社内で未
然に防止する体制とする。
③ 反社会的勢力との対応は、反社会的勢力排除に関する規程を遵守し、不当要求等の被
害を防止する体制とする。
④ 内部監査担当が定期的に行う各部門監査の中で法令遵守の状況に関する監査を行い、
その実効性を確認し、必要に応じて改善指示を行うこととする。
⑤ 監査役は当社の法令遵守体制の運用に問題があると認めるときは、担当役員へ意見を
述べるとともに、改善策の策定を求めることができることとする。

（6）当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の
適正を確保するための体制
① 「関係会社管理規程」等に基づき、関係会社の管理担当部門及び管理責任者を定め、
関係会社は一定の経営上の重要事項について管理責任者へ報告を行い、特に重要と認め
た事項については当社に対して付議する体制とする。
② 内部監査室は、関係会社に対しても「内部監査規程」に基づく監査を行うこととす
る。
③ 監査役は会社の監査に必要な範囲で関係会社に対して報告を求め、調査を行うことが
できることとする。
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（7）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該
使用人に関する事項
① 監査役から補助使用人の設置を求められた場合は、取締役会は監査役職務の重要性に
鑑み、補助使用人設置及びその人員について協議することとする。

（8）補助使用人の取締役からの独立性に関する事項
① 補助使用人が設置された場合は、当該補助使用人の業務執行部門からの独立性に配慮
することとする。
② 補助使用人の評価は監査役が行い、当該人員の任命、解任、人事異動、賃金等の改定
については監査役の同意を要するものとし、取締役からの独立を確保するものとする。

（9）監査役への報告体制及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保
するための体制
① 取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したとき
は、法令に従い直ちに監査役に報告する。
② 監査役へ報告した者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うこ
とを禁止し、その旨を周知徹底する。
③ 監査役は、取締役会の他、重要な意思決定の過程及び職務の執行状況を把握するた
め、取締役会及び重要な会議に出席するとともに、業務執行に関する重要な契約書等を
閲覧し、必要に応じて取締役又は使用人にその説明を求めることができることとする。
④ 監査役は、当社の監査法人より会計監査内容について説明を受けるとともに、情報交
換を適宜行う等連携を図っていくこととする。
⑤ 実効性確保のための内部監査担当との連携についても、日頃より助言等を行い、監査
の効率性を高めることとする。
⑥ 監査役は、職務の執行に必要な費用について請求することができ、当社は当該請求に
基づき支払うこととする。
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（10）財務報告に係る内部統制の整備及び運用に関する体制
① 内部監査室は、当社の財務報告の信頼性を担保し、金融庁より2006年６月に公布さ
れた金融商品取引法第24条の4の4に規定する内部統制報告書の提出を有効かつ適切に
行うため、代表取締役社長の指示の下、財務報告に係る内部統制を整備し、運用する体
制構築を行うこととする。
② 取締役会は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用に対して監督責任を有し、その
整備状況及び運用状況を監視することとする。

（11）反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
① 反社会的勢力との関係に関する基本方針
当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える、暴力団を始めとする反社会的勢力との
取引を含めた一切の関係を遮断するため、以下の基本方針を定めております。
（a）当社は、社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な社会・経済の発展を妨げる反社会的
勢力との関係を一切遮断するため、反社会的勢力との関係遮断に関する役職員の意識の
醸成と徹底を図り、全役職員が断固たる姿勢で取り組みます。

（b）当社は、反社会的勢力に対しては、経営トップ以下、組織全体として対応します。ま
た、反社会的勢力に対応する役職員の安全を確保します。

（c）当社は、反社会的勢力による被害を防止するために、警察・暴力追放運動推進センタ
ー・弁護士等の外部専門機関と連携し、組織的かつ適正に対応します。

（d）当社は、反社会的勢力による不当要求には一切応じず、民事・刑事の両面から法的対
応を行います。

（e）当社は、反社会的勢力への資金提供、裏取引には一切応じません。
② 反社会的勢力の排除に向けた社内体制等の整備状況
（a）最高責任者
会社の危機管理体制における最高責任者は代表取締役社長とし、反社会的勢力との対応
において最終意思決定権を有する。なお、最高責任者は権限を役員に委譲することができ
る。
（b）主管部署
反社会的勢力対応の主管部署は総務部総務人事課とし、反社会的勢力に関する各種情報
収集、「反社会的勢力対応マニュアル」等の策定並びに反社会的勢力に係わる社内各部門
からの対応窓口業務、その他関連する業務を統括する。
（c）報告・監督
反社会的勢力との対応の処理結果について、主管部署たる総務部総務人事課は、最高責
任者に必ず書面にて報告しなければならない。
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６．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務
の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。

（1）内部統制システム全般
当社及び子会社の内部統制システム全般の整備・運用状況を当社の内部監査室がモニタリ
ングし、改善を進めております。

（2）コンプライアンス
コンプライアンス管理規程に則り、四半期毎に開催されたコンプライアンス委員会での決
議内容に即した活動を実施し、その内容について取締役会に報告しております。また、毎月
各部署にてコンプライアンス委員が講師となって従業員に対してコンプライアンス研修を実
施しております。内部通報規程に基づくホットライン窓口を社内外に設置し、コンプライア
ンス委員会が対応、取締役会が運用状況を監督することでコンプライアンスの実効性向上に
努めております。

（3）リスク管理体制
リスク管理規程に則り、半年毎に開催されるリスクマネジメント委員会での決議内容に即
した活動を実施し、その内容について取締役会に報告しております。

（4）取締役の職務執行について
取締役会を16回開催し、取締役の職務執行の適法性を確保し、取締役の職務執行の適正
性及び効率性を高めるために、当社と利害関係を有しない社外取締役が16回出席いたしま
した。

（5）監査役の職務執行について
監査役は、監査役会において定めた監査計画に基づき監査を行うとともに、当社代表取締
役社長及び他の取締役、内部監査室、会計監査人との間で適宜意見交換を実施し、情報交換
等の連携を図っております。

（6）内部監査室の職務執行について
内部監査室は、内部監査計画書に基づき、当社の各部署の業務執行及び子会社の業務の監
査、内部統制監査を実施し、監査結果を代表取締役社長並びに取締役会及び監査役会に報告
の上、必要に応じて改善指導を行いました。

2022年05月24日 12時00分 $FOLDER; 21ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



22

７．剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は利益配分について、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確
保しつつ、安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としております。現状で
は、配当性向30％程度とすることが、成長戦略と株主への還元の最適バランスであると考え
ております。
当社の剰余金の配当は、中間配当をすることができる旨を定款で定めておりますが、年１
回の期末配当を基本的な方針にしております。
当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき１株当たり17円（うち記念配当２
円）の配当を実施することを決定しました。
内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上
にコスト競争力を高め、一層の経営基盤の強化と業績の向上を図るために有効投資してまい
りたいと考えております。

（注）本事業報告中の記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2022年３月31日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額
（資 産 の 部） （負 債 の 部）

流 動 資 産 6,256,562 流 動 負 債 2,055,765
現 金 及 び 預 金 4,721,553 買 掛 金 318,201
売 掛 金 1,382,703 短 期 借 入 金 165,992
有 価 証 券 80,918 1年内返済予定の長期借入金 316,768
商 品 5,014 リ ー ス 債 務 233,061
貯 蔵 品 16,116 未 払 法 人 税 等 317,035
前 払 費 用 44,341 賞 与 引 当 金 204,315
そ の 他 6,183 そ の 他 500,391
貸 倒 引 当 金 △270 固 定 負 債 2,956,067
固 定 資 産 15,196,389 長 期 借 入 金 858,151
有 形 固 定 資 産 12,055,501 リ ー ス 債 務 269,883
建 物 及 び 構 築 物 2,341,444 繰 延 税 金 負 債 679,694
土 地 8,905,681 退 職 給 付 に 係 る 負 債 645,833
リ ー ス 資 産 462,618 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 451,233
そ の 他 345,756 そ の 他 51,270
無 形 固 定 資 産 48,519 負 債 合 計 5,011,833
そ の 他 48,519 （純 資 産 の 部）
投資その他の資産 3,092,368 株 主 資 本 16,255,347
投 資 有 価 証 券 758,336 資 本 金 827,736
繰 延 税 金 資 産 356,326 資 本 剰 余 金 1,400,341
保 険 積 立 金 1,788,932 利 益 剰 余 金 14,027,309
そ の 他 189,963 自 己 株 式 △40
貸 倒 引 当 金 △1,191 そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 185,770

その他有価証券評価差額金 185,770
純 資 産 合 計 16,441,117

資 産 合 計 21,452,951 負 債 ・ 純 資 産 合 計 21,452,951
（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書
（2021

2022
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 11,934,658
売 上 原 価 9,543,306
売 上 総 利 益 2,391,351

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,103,810
営 業 利 益 1,287,541

営 業 外 収 益
受 取 利 息 602
受 取 配 当 金 10,855
保 険 解 約 返 戻 金 9,476
保 険 事 務 手 数 料 5,443
そ の 他 12,037 38,415

営 業 外 費 用
支 払 利 息 17,825
そ の 他 1,492 19,318
経 常 利 益 1,306,638

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 4,111 4,111

特 別 損 失
固 定 資 産 売 却 損 168
固 定 資 産 除 却 損 4,129
投 資 有 価 証 券 評 価 損 9,617 13,915
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,296,834
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 450,141
法 人 税 等 調 整 額 △26,308 423,833
当 期 純 利 益 873,000
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 873,000
（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書
（2021

2022
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当 期 首 残 高 827,736 1,400,341 13,347,350 △40 15,575,388
会計方針の変更による累積的影響額 ― ― △18,456 ― △18,456

会計方針の変更を反映した当期首残高 827,736 1,400,341 13,328,893 △40 15,556,931
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △174,584 △174,584
親 会 社 株 主 に
帰属する当期純利益 873,000 873,000

株主資本以外の項目
の当期変動額（純額）
当 期 変 動 額 合 計 － － 698,415 － 698,415
当 期 末 残 高 827,736 1,400,341 14,027,309 △40 16,255,347

その他の包括利益累計額
純資産合計そ の 他

有 価 証 券
評価差額金

そ の 他 の
包 括 利 益
累計額合計

当 期 首 残 高 200,229 200,229 15,775,618
会計方針の変更による累積的影響額 ― ― △18,456

会計方針の変更を反映した当期首残高 200,229 200,229 15,757,161
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △174,584
親 会 社 株 主 に
帰属する当期純利益 873,000

株主資本以外の項目
の当期変動額（純額） △14,459 △14,459 △14,459

当 期 変 動 額 合 計 △14,459 △14,459 683,956
当 期 末 残 高 185,770 185,770 16,441,117
（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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貸 借 対 照 表
（2022年３月31日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額
（資 産 の 部） （負 債 の 部）

流 動 資 産 5,502,658 流 動 負 債 1,869,155
現 金 及 び 預 金 4,199,388 買 掛 金 306,050
売 掛 金 1,159,654 短 期 借 入 金 165,992
有 価 証 券 80,918 １年内返済予定の長期借入金 316,768
商 品 4,536 リ ー ス 債 務 213,054
貯 蔵 品 15,579 未 払 金 124,472
前 払 費 用 38,221 未 払 費 用 148,934
未 収 収 益 41 未 払 法 人 税 等 310,474
そ の 他 4,498 未 払 消 費 税 等 81,450
貸 倒 引 当 金 △180 預 り 金 15,125
固 定 資 産 14,792,502 賞 与 引 当 金 161,180
有 形 固 定 資 産 9,697,994 そ の 他 25,652
建 物 1,850,952 固 定 負 債 2,161,192
構 築 物 451,264 長 期 借 入 金 858,151
機 械 及 び 装 置 181,678 リ ー ス 債 務 231,333
車 両 運 搬 具 43,809 退 職 給 付 引 当 金 638,142
工 具、 器 具 及 び 備 品 43,929 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 409,148
土 地 6,715,680 資 産 除 去 債 務 24,416
リ ー ス 資 産 410,679 負 債 合 計 4,030,347
無 形 固 定 資 産 40,428 （純 資 産 の 部）
電 話 加 入 権 2,344 株 主 資 本 16,079,043
ソ フ ト ウ エ ア 38,083 資 本 金 827,736
投資その他の資産 5,054,079 資 本 剰 余 金 1,400,341
投 資 有 価 証 券 758,336 資 本 準 備 金 816,591
関 係 会 社 株 式 1,987,195 そ の 他 資 本 剰 余 金 583,750
出 資 金 240 利 益 剰 余 金 13,851,004
長 期 貸 付 金 890 利 益 準 備 金 34,626
繰 延 税 金 資 産 356,326 そ の 他 利 益 剰 余 金 13,816,378
敷 金 及 び 保 証 金 146,135 別 途 積 立 金 4,073,100
保 険 積 立 金 1,788,932 繰 越 利 益 剰 余 金 9,743,278
そ の 他 16,951 自 己 株 式 △40
貸 倒 引 当 金 △929 評 価 ・ 換 算 差 額 等 185,770

その他有価証券評価差額金 185,770
純 資 産 合 計 16,264,813

資 産 合 計 20,295,161 負 債 ・ 純 資 産 合 計 20,295,161
（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書
(20212022

年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで)

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 10,065,263
売 上 原 価 7,912,928
売 上 総 利 益 2,152,335

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 951,952
営 業 利 益 1,200,382

営 業 外 収 益
受 取 利 息 及 び 配 当 金 27,718
有 価 証 券 利 息 536
保 険 解 約 返 戻 金 9,476
保 険 事 務 手 数 料 5,443
そ の 他 9,965 53,141

営 業 外 費 用
支 払 利 息 17,825
そ の 他 1,492 19,318
経 常 利 益 1,234,206

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 2,560 2,560

特 別 損 失
固 定 資 産 売 却 損 168
固 定 資 産 除 却 損 4,129
投 資 有 価 証 券 評 価 損 9,617 13,915
税 引 前 当 期 純 利 益 1,222,851
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 419,956
法 人 税 等 調 整 額 △27,577 392,379
当 期 純 利 益 830,471
（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書
(20212022

年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで)

（単位：千円）
株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金
自己
株式

株主資本
合計資本

準備金
その他資
本剰余金

資本剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計別途

積立金
繰越利益
剰余金

当 期 首 残 高 827,736 816,591 583,750 1,400,341 34,626 4,073,100 9,104,962 13,212,689 △40 15,440,727

会計方針の変更による累積的影響額 ― ― ― ― ― ― △17,570 △17,570 ― △17,570

会計方針の変更を反映した当期首残高 827,736 816,591 583,750 1,400,341 34,626 4,073,100 9,087,391 13,195,118 △40 15,423,156

当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △174,584 △174,584 △174,584
当 期 純 利 益 830,471 830,471 830,471
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当 期 変 動 額 合 計 － － － － － － 655,886 655,886 － 655,886
当 期 末 残 高 827,736 816,591 583,750 1,400,341 34,626 4,073,100 9,743,278 13,851,004 △40 16,079,043

評価・換算差額等
純資産合計その他有価証

券評価差額金
評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 200,229 200,229 15,640,956
会計方針の変更による累積的影響額 ― ― △17,570

会計方針の変更を反映した当期首残高 200,229 200,229 15,623,385
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △174,584
当 期 純 利 益 830,471
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △14,459 △14,459 △14,459
当 期 変 動 額 合 計 △14,459 △14,459 641,427
当 期 末 残 高 185,770 185,770 16,264,813

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書

２０２２年５月２３日
株 式 会 社 要 興 業

取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 山 村 竜 平
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 根 本 知 香

監査意見
当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、株式会社要興業の２０２１年４月１日から２０

２２年３月３１日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結
株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、株式会社要興業及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の
状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人

はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類
の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連
結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。
監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。

以 上
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会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書

２０２２年５月２３日
株 式 会 社 要 興 業

取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 山 村 竜 平

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 根 本 知 香

監査意見
当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、株式会社要興業の２０２１年４月１日か

ら２０２２年３月３１日までの第５０期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資
本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行っ
た。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は

その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守

したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書
監 査 報 告 書

当監査役会は、2021年4月1日から2022年3月31日までの第50期事業年度の取締役の職務の執行に関し
て、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたし
ます。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（１）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告

を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説
明を求めました。

（２）各監査役は、監査役会が定めた監査役規程に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内
部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以
下の方法で監査を実施しました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財
産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び
情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社
法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に
基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用
の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、
会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計
監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲
げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備して
いる旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計
算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、
連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果
（１）事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めま
す。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められませ
ん。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システ
ムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められませ
ん。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（３）連結計算書類の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2022年５月24日
株式会社要興業 監査役会

常勤社外監査役 黒 崎 誠 ㊞
社外監査役 村 谷 晃 司 ㊞
社外監査役 今 井 正 美 ㊞

以 上
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株主総会参考書類
議案及び参考事項

第１号議案 定款一部変更の件
１．変更の理由
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する
改正規定が2022年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備える
ため、次のとおり当社定款を変更するものであります。
（１）変更案第14条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措

置をとる旨を定めるものであります。
（２）変更案第14条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範

囲を限定するための規定を設けるものであります。
（３）株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第14条）は

不要となるため、これを削除するものであります。
（４）上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
２．変更の内容
定款変更案の内容は次のとおりであります。
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（下線部は変更部分）
現 行 定 款 変 更 案

（株主総会参考書類等のインターネット開示とみな
し提供）
第14条 当会社は、株主総会の招集に関し、株主総

会参考書類、事業報告、計算書類および連
結計算書類に記載または表示をすべき事項
に係る情報を、法務省令に定めるところに
従いインターネットを利用する方法で開示
することにより、株主に対して提供したも
のとみなすことができる。

＜ 新 設 ＞

＜ 新 設 ＞

＜ 削 除 ＞

（電子提供措置等）
第14条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会

参考書類等の内容である情報について、電
子提供措置をとるものとする。

２当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法
務省令で定めるものの全部または一部につ
いて、議決権の基準日までに書面交付請求
した株主に対して交付する書面に記載しな
いことができる。

（附則）
１．定款第14条の変更は、会社法の一部を改正する法

律（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書
きに規定する改正規定の施行の日である2022年
９月１日から効力を生ずるものとする。

２．前項の規定にかかわらず、2023年２月末日まで
の日を株主総会の日とする株主総会については、
変更前定款第14条（株主総会参考書類等のイン
ターネット開示とみなし提供）はなお効力を有す
る。

３．本附則は、2023年３月１日または前項の株主総
会の日から３か月を経過した日のいずれか遅い日
後にこれを削除する。
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第２号議案 取締役９名選任の件
現任の取締役全員（９名）は本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役９
名の選任をお願いするものです。取締役候補者の指名に際しては、経営に携わる者として高
度な人格と資質を備え、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の増大に資する者である
ことを重視しております。取締役候補者は次のとおりです。
なお、取締役候補者９名のうち齊藤陽三氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号に定め
る社外取締役候補者であり、当該候補者は当社が定める「独立役員の独立性判断基準」及び
「独立役員の選任基準」を満たしています。（「独立役員の独立性判断基準」及び「独立役員
の選任基準」については、43ページをご参照ください。）

候補者
番号 氏 名 現在の

当社における地位
当事業年度の

取締役会への出席状況

1 再 任
ふ じ い しゅう ぞ う

藤居 秀三 代表取締役会長 93.8％（15回／16回）

2 再 任
き の う たかし

木納 孝 代表取締役社長 100.0％（16回／16回）

3 再 任
ま つ う ら よ し た だ

松浦 義忠
常務取締役
行政管理部長 100.0％（16回／16回）

4 再 任
お か だ た く や

岡田 卓也
常務取締役
経営企画室長 100.0％（16回／16回）

5 再 任
さ か は ら け ん じ

坂原 謙二 取締役営業部長 100.0％（16回／16回）

6 再 任
あ ん ど う ま さ ひ ろ

安藤 雅弘
取締役
システム管理部長 100.0％（16回／16回）

7 再 任
い し は ら ひろし

石原 浩 取締役管理部長 100.0％（16回／16回）

8 再 任
む ら き の ぶ ひ こ

村木 宣彦 取締役総務部長 100.0％（16回／16回）

9 再 任
さ い と う よ う ぞ う

齊藤 陽三 社外取締役 100.0％（16回／16回）
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候補者
の番号

氏 名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位、担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する
当社株式
の 数
（千株）

１

再任
ふじい しゅうぞう
藤 居 秀 三
（1944年12月８日）

1963 年４月 角丸証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入
社

1965 年１月 不二機工株式会社入社
1972 年６月 藤居商店創業（運送業・製紙原料商）
1973 年４月 当社設立 代表取締役社長就任
2020 年４月 当社代表取締役会長就任 (現任） 2,500

【取締役候補者とした理由】
藤居秀三氏は、当社創業経営者であり、企業経営における幅広い見識と豊かな経験及

び卓越したリーダーシップの発揮により当社の企業価値向上を実現することが期待でき
るため、引き続き、取締役として適任と判断しました。

２

再任

きのう たかし
木 納 孝
（1959年９月24日）

1982 年４月 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入
行

2003 年３月 同行岐阜支店長
2006 年２月 株式会社オリエントコーポレーションみずほ連

携部長
2008 年５月 株式会社みずほ銀行横浜中央支店支店長
2012 年２月 当社入社
2012 年２月 当社社長室室長
2012 年６月 当社代表取締役専務就任
2020 年４月 当社代表取締役社長就任 (現任）

50

【取締役候補者とした理由】
木納孝氏は、金融機関出身者としての豊富な経験に加え、2012年以降現在に至るま

で、当社代表取締役を務めるなど経営者としての経験と幅広い見識を有していることを
踏まえ、引き続き、取締役として適任と判断しました。
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候補者
の番号

氏 名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位、担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する
当社株式
の 数
（千株）

３

再任

まつうら よしただ
松 浦 義 忠
（1955年４月27日）

1971 年４月 東レ株式会社岡崎事業場入社
1975 年８月 株式会社㋕金澤商店（現株式会社マルカ金澤商

店）入社
1982 年９月 中華料理東軒 入店
1984 年６月 株式会社丸八真綿入社
1986 年７月 当社入社
1998 年６月 当社取締役業務部長就任
2016 年７月 当社取締役業務部長兼行政管理部長就任
2019 年６月 当社常務取締役業務部長兼行政管理部長就任
2021 年７月 当社常務取締役行政管理部長就任（現任）

150

【取締役候補者とした理由】
松浦義忠氏は、業務部長兼行政管理部長として、当社の収集運搬部門並びにリサイク

ル部門を永年に亘り牽引してきた実績と豊富な経験を有することを踏まえ、引き続き、
取締役として適任と判断しました。

４

再任
おかだ たくや
岡 田 卓 也
（1965年７月１日）

1989 年４月 日本生命保険相互会社入社
2013 年３月 同社姫路支社支社次長
2015 年３月 同社倉敷支社支社長
2017 年４月 当社入社（業務出向）内部監査室長
2020 年４月 当社入社 内部監査室長
2020 年６月 当社常務取締役経営企画室長就任（現任） ―

【取締役候補者とした理由】
岡田卓也氏は、他社支社長として得られた豊富な経験と見識を生かし、業務出向で当
社に内部監査室長として着任以来当社の監査部門を牽引してきた実績を踏まえ、引き続
き、取締役として適任と判断しました。

５

再任
さかはら けんじ
坂 原 謙 二
（1962年12月21日）

1981 年４月 キリンレモンサービス株式会社（現キリンビバ
レッジ株式会社）入社

1983 年４月 当社入社
2002 年３月 当社営業部長
2006 年６月 当社取締役営業部長就任（現任） 290

【取締役候補者とした理由】
坂原謙二氏は、営業部長として、当社の営業部門を永年に亘り牽引してきた実績と豊

富な経験を有することを踏まえ、引き続き、取締役として適任と判断しました。
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候補者
の番号

氏 名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位、担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する
当社株式
の 数
（千株）

６

再任
あんどう まさひろ
安 藤 雅 弘
（1959年２月13日）

1981 年４月 株式会社ときわ相互銀行（現株式会社東日本銀
行）入行

1994 年４月 当社入社
2014 年６月 当社取締役システム管理部長就任（現任） 100【取締役候補者とした理由】

安藤雅弘氏は、システム管理部長として、当社のシステム部門及び販売管理部門を牽
引してきた実績と豊富な経験を有することを踏まえ、引き続き、取締役として適任と判
断しました。

７

再任

いしはら ひろし
石 原 浩
（1961年５月30日）

1984 年４月 株式会社三菱銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀
行）入行

2001 年４月 東京三菱証券株式会社（現三菱ＵＦＪモルガ
ン・スタンレー証券株式会社）債券営業部担当
部長

2006 年10月 Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Luxembourg)
S.A.(現 Mitsubishi UFJInvestor Services &
Banking(Luxembourg) S.A.)業務企画部長

2012 年５月 三菱ＵＦＪグローバルカストディ・ジャパン株
式会社副社長

2015 年２月 当社入社 管理部長
2016 年６月 当社取締役管理部長就任（現任）

50

【取締役候補者とした理由】
石原浩氏は、金融機関出身者としての豊富な経験に加え、管理部長として、当社の管

理部門を牽引してきた実績を踏まえ、引き続き、取締役として適任と判断しました。

８

再任
むらき のぶひこ
村 木 宣 彦
（1962年５月５日）

1986 年４月 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入
行

2010 年11月 同行飯能支店長
2015 年７月 当社入社 総務部長
2017 年６月 当社取締役総務部長就任（現任） 50

【取締役候補者とした理由】
村木宣彦氏は、金融機関出身者としての豊富な経験に加え、総務部長として、当社の

総務部門を牽引してきた実績を踏まえ、引き続き、取締役として適任と判断しました。
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候補者
の番号

氏 名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位、担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する
当社株式
の 数
（千株）

９

再任
さいとう ようぞう
齊 藤 陽 三
（1947年３月13日）

1968 年11月 株式会社三徳入社
1989 年３月 同社店舗運営部長
2007 年３月 同社代表取締役就任
2015 年６月 株式会社ヨドセイ監査役就任（現任）
2016 年４月 当社入社 顧問
2016 年６月 当社社外取締役就任（現任）

―【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
齊藤陽三氏は、当社が定める「独立性判断基準」を満たしており、一般株主と利益相

反が生じるおそれはないと判断しております。また、取締役会等の場において、経営・
内部統制及びコンプライアンスに関する的確な助言を行ってきた実績を踏まえ、当社が
定める「独立役員の選任基準」を満たしており、引き続き、取締役として適任と判断し
ました。同氏には、豊富なビジネス経験を生かし、当社において業務執行者から独立し
た客観的な立場で経営を監督する役割を果たしていただくことを期待しております。

（注）１．上記の取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．齊藤陽三氏は、社外取締役候補者であります。
３．齊藤陽三氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって６年となります。
４．当社と齊藤陽三氏は、会社法第423条第１項の損害賠償責任を同法第425条第１項に定める最低責

任限度額を限度とする契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、金100万円
と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額であります。同氏の再任が承認された場合、当
社は同氏との間で上記責任限定契約を継続する予定であります。

５．齊藤陽三氏は、当社の特定関係事業者の監査役であります。
６．当社は、齊藤陽三氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出て

おります。なお、同氏の再任が承認された場合、引き続き独立役員とする予定であります。
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（ご参考）取締役が備えるスキル等（スキルマトリックス）

氏名 役職

備えるスキル

企業
経営

業界
知見
経験

営業・マー
ケティング

財務
会計

法務・コン
プライアンス

人事
労務

グローバル
経験

藤 居 秀 三 代表取締役会長 ○ ○ ○ ○ ○ ○

木 納 孝 代表取締役社長 ○ ○ ○

松 浦 義 忠 常務取締役
行政管理部長 ○ ○ ○

岡 田 卓 也 常務取締役
経営企画室長 ○ ○ ○

坂 原 謙 二 取締役営業部長 ○ ○ ○

安 藤 雅 弘 取締役
システム管理部長 ○ ○ ○

石 原 浩 取締役管理部長 ○ ○ ○

村 木 宣 彦 取締役総務部長 ○ ○ ○

齊 藤 陽 三 社外取締役 ○ ○ ○
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43

「独立役員の独立性判断基準」及び「独立役員の選任基準」
当社の独立役員の独立性判断基準につきましては、「株式会社東京証券取引所の定める独
立役員の資格を満たした上、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者」としておりま
す。一般株主との利益相反の生じるおそれがあるか否かについては、資本的関係・人的関
係・取引関係を十分に検証し、総合的に判断することとしております。また、当社の独立役
員の選任基準は、「上記の独立性判断基準を充足し、客観的な視点から当社の経営・内部統
制・コンプライアンス等に適切な意見を述べることができること」としております。

以上
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荒
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線

豊島郵便局

春日通り

東池袋
四丁目
東池袋
四丁目

東池袋
　6,7 出口
東池袋
　6,7 出口

東池袋三丁目

豊島区役所

明
治
通
り

サンシャイン前

池
袋
駅

池
袋
駅

パ
ル
コ
パ
ル
コ

西
武
百
貨
店

西
武
百
貨
店

日出町第二公園

東池袋

首
都
高
速
５
号
池
袋
線

文化会館

株主総会会場案内図
会 場 東京都豊島区東池袋３―１―４

サンシャインシティ文化会館５０１ TEL 03―3989―3486

交 通
■池袋駅東口
ＪＲ（山手線・埼京線・湘南新宿ライン)
地下鉄（丸ノ内線・有楽町線・副都心線）
西武池袋線、東武東上線から徒歩15分
■東池袋駅
地下鉄（有楽町線）から徒歩８分
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